
受理年月日 平成29年９月21日 付託年月日 平成29年９月22日 所管委員会 第 ４ 委 員 会

番   号 ２９ 年  請 願  第 １５ 号

件   名 長住中央公園の早期の再整備とソフトボール専用球場の多目的広場としての存続について

請 願 者

南区長住五丁目９－20 
長住ソフトボール同好会

代表 馬場 光則 外 4,144人 5,272人（29.10.31） 5,273人（29.12.6） 

紹 介 議 員 打越(筆頭)、光安、南原、冨永(計)、大森、今林、稲員、堤田、平畑、おばた、森(英)、津田、大原、

阿部(真)、調、鬼塚、大石、富永(周)、高山、とみなが(正)、川口、新村 
分 割 付 託 なし

要  旨

平成29年２月３日に請願審査で採択された「長住中央公園の多目的広場としての存続について」

は、地元ワークショップで廃止決定したソフトボール専用球場について、存続させる内容と理解し

ています。

しかし、その後、本市は、請願趣旨のとおりに進めていないように思えます。

さらに、私たちも願っている純粋な公園部分の再整備についても、いまだに着手されていません。 
そこで、私たちは、採択された請願事項では本市がその意向どおり、ソフトボール専用部分につ

いてさまざまな団体が利用できる多目的グラウンドとして整備する方向に動けないのであれば、私

たちの願いを明確にした請願を提出します。

私たちの考えは、次のとおりです。

長住中央公園は、ソフトボール専用部分と純粋な公園部分に分かれており、公園部分は老朽化、

雑木林など危険があるため、再整備を地元ワークショップのとおり、早期に進めてほしいと思いま

す。

また、ソフトボール専用部分については、地元地域だけでなく南区を初め、全市民が利用できる

エリアであり、地元ワークショップの意向だけで決められるものではないため、愛好者を初め、利

用団体やソフトボール協会など、利用者や地元の意見も聞きながら、地元に根差した多目的広場と

して再整備をしてほしいと思います。

よって、以下の事項を請願します。

１．長住中央公園の純粋な公園部分の再整備を早急に進めること。

２．ソフトボール専用部分について、その機能を残して、グラウンドゴルフ、サッカー、ラグビ

ー等、地域を初め、さまざまな団体が利用できる多目的グラウンドとして再整備すること。

審   査 

年 月 日 

平成    年  月    日 

結 

果 

委員会 

平成    年   月   日 
平成   年   月      日 

本会議  

平成    年    月   日  平成   年   月  日 








